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養父市告示第58号 

養父市こども食堂開設運営事業助成金交付要綱を次のように定める。 

  令和６年５月31日 

養父市長  広 瀬   栄 

 

養父市こども食堂開設運営事業助成金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、こどもが社会とのつながりを実感できるとともに、こども

が安心できる地域の居場所づくり及びこどもを見守る環境の整備を図るため、

養父市内にこども食堂を開設し、又は運営する団体に対し、予算の範囲内にお

いて養父市こども食堂開設運営事業助成金（以下「助成金」という。）を交付

することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定める

ところによる。 

(1) こども 18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある者をいう。 

(2) こども食堂 こどもたちが食を通じて地域とふれあい、豊かな人間性や社

会性を育む居場所として開設し、又は運営されるもので、支援が必要なこど

もを関係機関につなぐ気付きの地域拠点として機能を有するものをいう。 

(3) 食事型 こども食堂において手作りの食事を提供することをいう。 

(4) 市販品型 こども食堂において市販の食品を提供することをいう。 

(5) 宅食型 手作りの食事をこどもの自宅等に持ち帰ること、又はこどもの自

宅等に届けることをいう。 

（助成対象者） 

第３条 助成金の交付の対象となる団体（以下「助成対象者」という。）は、次

に掲げる要件を全て満たすものとする。 

(1) 市内に本拠地を有する団体であること。 

(2) １年以上継続してこども食堂を運営する意思及び能力を有すると認めら

れること。 

(3) 宗教活動又は政治活動を目的とした団体でないこと。ただし、当該団体に
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おいて、補助対象事業が宗教活動又は政治活動と明確に区分して実施される

ものと市長が認めるときは、この限りでない。 

(4) 営利目的の活動を行わないこと。ただし、こども食堂を実施する場所にお

いてこども食堂を利用しない者に飲食の提供を行う場合は、この限りでない。 

(5) 活動内容が公序良俗に反するものでないこと。 

(6) 養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)に規定する暴力団又

は暴力団員若しくは暴力団密接関係者の統制下にある団体でないこと。 

（助成対象事業） 

第４条 助成金の交付の対象となる事業（以下「助成対象事業」という。）は、

次に掲げる要件を全て満たす事業とする。 

(1) 養父市内でこども食堂を開設し、又は運営すること。 

(2) 養父市民がスタッフとして運営に関わっており、代表者、運営スタッフそ

の他協力の人員を含む体制が一定程度整っていること。 

(3) 原則として、月１回以上自主的及び継続的に実施するものであること。 

(4) こどもに無料又は食材費相当額程度の低額な料金で食事を提供する活動

であること。 

(5) こども食堂について地域への適切な周知がなされ、主に市内に居住するこ

どもの十分な参加が見込まれること。 

(6) こどもに学習、遊び又は地域住民との交流活動等の様々な体験の機会を提

供すること。 

(7) 地域に開かれた運営ができること。 

(8) 保健衛生上、安全上及び管理上適切な配慮ができること。 

（助成対象経費及び助成金の額） 

第５条 助成金の交付の対象となる経費は、こども食堂の開設又は運営に要す

る経費であって、別表に定めるもののうち、市長が適当と認めるものとする。 

２ 助成金の額は、別表に掲げる区分に応じ、助成対象経費の総額から参加費及

び他の収入を控除して得た額（その額に1,000円未満の端数が生じたときは、

これを切り捨てる。）とし、助成限度額は、１会計年度当たり1,060,000円（開

設初年度においては1,160,000円）を上限とする。 

（助成金の交付申請） 
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第６条 助成金の交付を受けようとする助成対象者（以下「申請者」という。）

は、別に定める期間までに、養父市こども食堂開設運営事業助成金交付申請書

（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 事業計画書（様式第２号） 

(2) 収支予算書（様式第３号） 

(3) 誓約書（様式第４号） 

(4) 他の助成金、補助金若しくは交付金の交付を申請し、又はその決定を受け

ている場合は、当該内容が分かる書類の写し 

(5) その他市長が必要と認める書類 

２ 申請者は、前項の規定による助成金の交付申請に当たって、当該助成金に係

る消費税仕入控除税額等（助成対象経費に含まれる消費税及び地方税相当額

のうち、消費税法（昭和63年法律第108号）の規定により仕入れに係る消費税

額として控除することのできる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和25

年法律第226号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た額をいう。以下

同じ。）を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当

該助成金にかかる消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りで

ない。 

（助成金の交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、助

成金の交付の可否を決定するものとし、助成金を交付することを決定したと

きは、養父市こども食堂開設運営事業助成金交付決定通知書（様式第５号）を、

助成金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して、養父市こども

食堂開設運営事業助成金不交付決定通知書（様式第６号）を、申請者に通知す

るものとする。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、助成金の交付の決定に当たり条件を付

すことができる。 

（事業内容等の変更） 

第８条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた団体（以下「助成団体」

という。）は、交付申請の内容を変更する場合には、養父市こども食堂開設運

営事業助成金変更交付申請書（様式第７号）に変更後の事業計画書及び収支予
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算書その他参考書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、軽微

な変更であって、市長が当該事業の目的に変更がないと判断し、かつ、決定し

た助成金額に変更が生じないものについては、この限りでない。 

２ 市長は、前項に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、内容の変

更を認めるときは、養父市こども食堂開設運営事業助成金変更交付決定通知

書（様式第８号）により通知するものとする。 

（実績報告） 

第９条 助成団体は、事業の完了した日から起算して30日以内又は助成金の交

付決定のあった年度の３月31日のいずれか早い日までに、養父市こども食堂

開設運営事業助成金実績報告書（様式第９号）に次に掲げる書類を添えて、市

長に提出しなければならない。 

(1) 活動報告書（様式第10号） 

(2) 収支決算書（様式第11号） 

(3) 領収書等、活動の実施に要した経費を支払ったことを証する書類 

(4) 助成対象事業にかかる活動写真など事業の実施が分かる資料 

(5) その他市長が必要と認める書類 

２ 助成団体は、前項の実績報告を行うに当たって、助成金に係る消費税仕入控

除税額等が明らかな場合には、当該消費税仕入控除税額等を減額して報告し

なければならない。 

（助成金の額の確定） 

第10条 市長は、前条の報告を受けた場合は、当該報告書の書類の審査及び必要

に応じて現地調査等を行い、助成金の額を確定したときは、養父市こども食堂

開設運営事業助成金確定通知書（様式第12号。以下「確定通知」という。）に

より通知するものとする。 

（助成金の交付等） 

第11条 市長は、前条の規定により助成金の額を確定した後、助成金を交付する

ものとし、助成団体は、助成金の交付を受けようとするときは、養父市こども

食堂開設運営事業助成金（概算）交付請求書（様式第13号。以下「請求書」と

いう。）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、第７条に規定す
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る助成金の交付の決定を通知した後において助成金の全部又は一部を概算に

より交付することができる。この場合において、助成団体は、助成金の交付を

受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。 

（助成金の精算） 

第12条 概算払を受けた助成団体は、第10条の規定による確定通知を受けたと

きは、速やかに助成金を精算しなければならない。 

（交付決定の取消し等） 

第13条 市長は、助成団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交

付決定の全部又は一部を取り消すものとし、助成金が既に交付されていると

きは、期限を定めてその返還を命じるものとする。 

(1) 偽りその他不正行為により助成金の交付決定を受けたとき。 

(2) 助成金を助成対象事業以外の用途に使用したとき。 

(3) この告示の規定に違反したとき。 

(4) その他市長が助成団体として適当でないと認めたとき。 

２ 市長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を養父市こども食堂

開設運営事業助成金交付取消通知書（様式第14号）により交付決定者に通知す

るものとする。 

（その他） 

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 

この告示は、令和６年６月１日から施行する。 

 

別表（第５条関係） 

区 分 対 象 経 費 助 成 額 

開設助成 

（こども食堂

の新規開設に

要する助成対

象経費） 

修繕又は工事請負費 

建物の修繕又は改修（実施に最低限必要な

修繕又は改修に限る。）に係る費用 

※ 建物の躯体の変更を伴うなど、大規模な

増改築は対象外とする。 

こども食堂１

か所当たり

100,000 円 を

限度とする。

ただし、申請
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備品購入費 

事業実施に当たって必要な備品及び物品の

購入費 

年度中に開設

するものに限

る。 

運営助成 

（こども食堂

の運営に要す

る助成対象経

費） 

報償費 

食事提供、学習支援、イベント、体験活動

等に係るスタッフへの謝礼金（１人１回

2,000円を上限とする。） 

実施１回に当

たり食事型は

40,000円、市

販 品 型 は

20,000円、宅

食型は60,000

円 を 基準と

し、年間の総

実施回数を乗

じて得た額を

上限とする。 

旅費 

食材等の運搬に係る交通費（スタッフの出

勤に係る交通費を除く。） 

需用費 

助成対象事業で利用する消耗品費、チラシ

等印刷費、光熱水費、食材費及び車両の燃

料費 

※ 光熱水費について、自宅、店舗等が実施

場所であるなど、助成対象事業の金額が

明確でない場合、開所時間で按分する等

の方法で算出すること。 

役務費 

通信費、郵便代及び保険料 

※ 自宅、店舗等が実施場所であるなど、助

成対象事業の金額が明確でない場合、開

所時間で按分する等の方法で算出するこ

と。 

使用料及び賃借料 

会場の使用料、車両の賃借料及び配送費等 

※ 自宅、店舗等が実施場所であるなど、助

成対象事業の金額が明確でない場合、開

所時間で按分する等の方法で算出するこ
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と。 

特別助成 特別経費 

上記運営助成の対象経費以外で、こども食

堂を運営するに当たり必要となる費用 

食 事 型 は

50,000円、市

販 品 型 は

30,000円、宅

食型は50,000

円を上限とす

る。 

衛生管理助成 衛生管理費 

食品衛生責任者養成講習会の受講料等 

※ 運営継続の団体については、有資格者が

構成員でなくなった場合に限る。 

講習会受講者

１人につき

8,000円を上

限とする。 

専門職連携助

成 

専門職連携費 

社会福祉士や公認心理士など専門的な資格

を有する者と連携してこどもの見守りや保

護者を含む相談対応など実施するに当たり

必要となる費用 

実施１回に当

たり5,000円

を 上限とす

る。 
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様式第１号（第６条関係） 

 

養父市こども食堂開設運営事業助成金交付申請書 

 

年  月  日 

養父市長     様 

 

 住所（所在地）  

 団 体 名  

 代表者氏名  

 

 養父市こども食堂開設運営事業助成金の交付を受けたいので、養父市こども食堂開

設運営事業助成金交付要綱第６条の規定により、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

こども食堂の名称  

交 付 申 請 額  円 

実 施 期 間 年  月  日から   年  月  日まで 

実 施 場 所  

参 加 予 定 人 数 １回当たり平均    人（内こども    人） 

添 付 書 類 

(1) 事業計画書（様式第２号） 

(2) 収支予算書（様式第３号） 

(3) 誓約書（様式第４号） 

(4) 他の助成金、補助金又は交付金の交付を申請し、又

はその決定を受けている場合は、当該内容が分かる書

類の写し 

(5) その他市長が必要と認める書類 
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様式第２号（第６条） 

事業計画書 

１ 実施主体 

団 体 名  

代 表 者 
住 所 〒  － 

 

氏 名  連絡先  

担 当 者 氏 名  連絡先  

メ ー ル ア ド レ ス  

運営人員数  人 ※別紙スタッフ名簿を添付 

 

２ こども食堂の概要※１ 

こども食堂名称  

開 催 場 所 
住 所 〒  － 

 

施設名  

開 催 日 

開 催 頻 度 

初回開催日  年  月  日（予定） 

開催頻度  週 ・ 月    回開催 

年間開催 
予定日数 

年間開催日数   日 
(内訳ː食事型  日・市販品型  日・宅食型  日) 

開 催 時 間  時   分から    時    分まで 

食事提供以外 

の 取 組 
 

参 加 費 こどもː      円 ／ 大 人ː     円 

参 加 見 込 数 こどもː      人 ／ 大 人ː     人 

参加者からの 

問い合わせ先 

電話番号： 
メールアドレス： 

備 考  

※１ こども食堂の概要は、市ホームページ等で公開させていただきます。 

※２ 参加見込数は、開催１回当たりとすること。  
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（別紙） 

スタッフ名簿 

 

氏  名 
住  所 

（行政区まで記入） 

肩書や職業・

資格など 

食品衛生責任者養成
講習会の受講状況 
（該当の区分に○を
付けて下さい。） 

受 講 済 未 受 講 
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様式第３号（第６条関係） 

収支予算書 

１ 収入の部 

区   分 予 算 額 摘   要 

 円  

市 助 成 金   

そ の 他 の 補 助 金   

参 加 費   

そ の 他   

自 己 資 金   

計   

※「その他の補助金」には他からの補助金、助成金等を記入し、摘要欄に当該補助、

助成等の名称を記入すること。 

 

２ 支出の部 

区   分 予 算 額 摘   要 

  円  

開設助成 

修 繕 又 は 
工 事 請 負 費 

  

備 品 購 入 費   

運営助成 

報 償 費   

旅 費   

需 用 費   

役 務 費   

使 用 料 及 び 
賃 借 料 

  

特別助成 特 別 経 費   

衛生管理
助成 

衛 生 管 理 費   

専門職連
携助成 

専門職連携費   

計   

収入と支出の合計は一致すること。  
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様式第４号（第６条関係） 

誓約書 

 

年  月  日 

養父市長     様 

 

 （署名）住所（所在地）  

 団 体 名  

 代表者氏名  

 

 養父市こども食堂開設運営事業助成金の交付申請を行うに当たり、下記の事項に相

違ないことを誓約します。 

 

 

記 

 

(1) 市内に本拠地を有する団体であること。 

(2) １年以上継続してこども食堂を運営する意思及び能力を有すると認められるこ

と。 

(3) 宗教活動又は政治活動を目的とした団体でないこと。ただし、当該団体におい

て、補助対象事業が宗教活動又は政治活動と明確に区分して実施されるものと市

長が認めるときは、この限りでない。 

(4) 営利目的の活動を行わないこと。ただし、こども食堂を実施する場所において

こども食堂を利用しない者に飲食の提供を行う場合は、この限りでない。 

(5) 活動内容が公序良俗に反するものでないこと。 

(6) 養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)に規定する暴力団又は暴力

団員若しくは暴力団密接関係者の統制下にある団体でないこと。 
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様式第５号（第７条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

 様 

 

 

養父市長          □印  

 

養父市こども食堂開設運営事業助成金交付決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった養父市こども食堂開設運営事業助成

金について、養父市こども食堂開設運営事業助成金交付要綱第７条の規定に基づき、

下記のとおり交付を決定しましたので通知します。 

 

記 

 

１ この助成金の交付対象となる事業は、    年  月  日付けで申請のあっ

た、こども食堂名        の事業とし、その内容は養父市こども食堂開設

運営事業助成金交付申請書に記載のとおりとする。 

  

２ 事業に要する経費及び助成金の額は次のとおりとする。 

   事業に要する経費 円 

   交付対象経費 円 

   助成金の額 円 

 

３ 交付条件 

（1）助成団体は、養父市こども食堂開設運営事業助成金交付要綱の規定に従わなけ
ればならない。 

（2）虚偽の申請など、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたことが発
覚したときは、助成団体に対し、交付した助成金の返還を求めます。  
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様式第６号（第７条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

 様 

 

 

養父市長          □印  

 

養父市こども食堂開設運営事業助成金不交付決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった養父市こども食堂開設運営事業助成

金について、養父市こども食堂開設運営事業助成金交付要綱第７条の規定に基づき、

下記の理由により助成金を交付しないことと決定したので通知します。 

 

記 

 

不交付の理由 
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様式第７号（第８条関係） 

 

養父市こども食堂開設運営事業助成金変更交付申請書 

 

年  月  日 

養父市長     様 

 

 住所（所在地）  

 団 体 名  

 代表者氏名  

 

     年  月  日付け   第   号により交付決定を受けた養父市こ

ども食堂開設運営事業助成金について、その内容等を変更したいので、養父市こども

食堂開設運営事業助成金交付要綱第８条の規定により、関係書類を添えて、下記のと

おり申請します。 

 

記 

 

１ 助成金変更交付申請額 円 

  内訳 既交付決定額 円 

  今回所要額 円 

 

２ 変更内容 

 

３ 変更理由 

 

４ 添付書類（変更があった内容に係るものに限る。） 

(1) 事業計画書（様式第２号） 

(2) 収支予算書（様式第３号） 

(3) その他市長が必要と認める書類  
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様式第８号（第８条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

 様 

 

 

養父市長          □印  

 

養父市こども食堂開設運営事業助成金変更決定通知書 

 

     年  月  日付けで変更申請のあった養父市こども食堂開設運営事業

助成金ついて、下記のとおり決定したので、養父市こども食堂開設運営事業助成金交

付要綱第８条第２項の規定に基づき、下記のとおり変更して交付することに決定した

ので通知します。 

 

記 

 

１ この助成金の交付対象となる事業は、    年  月  日付けで申請のあっ

た、こども食堂名        の事業とし、その内容は養父市こども食堂開設

運営事業助成金交付申請書に記載のとおりとする。 

  

２ 変更後の事業に要する経費及び助成金の額は次のとおりとする。 

   事業に要する経費 円 

   交付対象経費 円 

   助成金の額 円 

 

３ 交付条件 

（1）助成団体は、養父市こども食堂開設運営事業助成金交付要綱の規定に従わなけ
ればならない。 

（2）虚偽の申請など、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたことが発

覚したときは、助成団体に対し、交付した助成金の返還を求めます。  



-17- 

様式第９号（第９条関係） 

 

養父市こども食堂開設運営事業助成金実績報告書 

 

年  月  日 

養父市長     様 

 

 住所（所在地）  

 団 体 名  

 代表者氏名  

 

     年  月  日付け、   第   号で交付決定を受けた養父市こども

食堂開設運営事業助成金について、下記のとおり実施したので、養父市こども食堂開

設運営事業助成金交付要綱第９条の規定により、実績を報告します。 

 

記 

 

こども食堂の名称  

実 績 報 告 額  円 

実 施 期 間 年  月  日から   年  月  日まで 

添 付 書 類 

(1) 活動報告書（様式第 10 号） 

(2) 収支決算書（様式第 11 号） 

(3) 領収書等、活動の実施に要した経費を支払ったこと

を証する書類 

(4) 助成対象事業にかかる活動写真など事業の実施が分

かる資料 

(5) その他市長が必要と認める書類 
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様式第10号（第９条関係） 

 

活動報告書 

 

開催日 
参加者（人） スタッフ 

人数 
食事の 
提供区分 

実 施 概 要 
食事や体験機会の内容など こども 大 人 合 計 

／     食事型・市販品型・宅食型  

／     食事型・市販品型・宅食型  

／     食事型・市販品型・宅食型  

／     食事型・市販品型・宅食型  

／     食事型・市販品型・宅食型  

／     食事型・市販品型・宅食型  

／     食事型・市販品型・宅食型  

／     食事型・市販品型・宅食型  

／     食事型・市販品型・宅食型  

／     食事型・市販品型・宅食型  

／     食事型・市販品型・宅食型  

／     食事型・市販品型・宅食型  

／     食事型・市販品型・宅食型  

／     食事型・市販品型・宅食型  

／     食事型・市販品型・宅食型  

／     食事型・市販品型・宅食型  

／     食事型・市販品型・宅食型  

／     食事型・市販品型・宅食型  

／     食事型・市販品型・宅食型  

／     食事型・市販品型・宅食型  

／     食事型・市販品型・宅食型  

／     食事型・市販品型・宅食型  

／     食事型・市販品型・宅食型  

（注１） 開催日ごとに記入してください。 

（注２） ３月の実施日等は見込みを記入してください。  
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様式第11号（第９条関係） 

収支決算書 

１ 収入の部 

区   分 決 算 額 摘要（内訳・算出根拠） 

 円  

市 助 成 金   

そ の 他 の 補 助 金   

参 加 費   

そ の 他   

自 己 資 金   

計   

※「その他の補助金」には他からの補助金、助成金等を記入し、摘要欄に当該補助、

助成等の名称を記入すること。 
 

２ 支出の部 

区   分 決 算 額 摘要（内訳・算出根拠） 

  円  

開設助成 

修 繕 又 は 
工 事 請 負 費 

  

備 品 購 入 費   

運営助成 

報 償 費   

旅 費   

需 用 費   

役 務 費   

使 用 料 及 び 
賃 借 料 

  

特別助成 特 別 経 費   

衛生管理
助成 

衛 生 管 理 費   

専門職連
携助成 

専門職連携費   

計   

（注１）収入と支出の合計は一致すること。 

（注２）摘要欄は、内訳や算出根拠が分かるように記入してください。  
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様式第12号（第10条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

 様 

 

 

養父市長          □印  

 

養父市こども食堂開設運営事業助成金確定通知書 

 

     年  月  日付けで実績報告のあった養父市こども食堂開設運営事業

助成金ついて、下記のとおり助成金の額を決定したので、養父市こども食堂開設運営

事業助成金交付要綱第10条の規定に基づき通知します。 

 

記 

 

１ こども食堂名の名称 

  

 

２ 交付確定額 円 

 

３ 概算交付額    円 

 

４ 精 算 額    円 
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様式第13号（第11条関係） 

 

養父市こども食堂開設運営事業助成金（概算）交付請求書 

 

金           円也 

 

ただし、養父市こども食堂開設運営事業助成金として 

 助成金交付決定額 円 （概算払のとき） 

 既受領額 円 

 今回請求額 円 

《根拠》 

 助成金交付決定通知 第     号（概算払のとき） 
  年  月  日 

 助成金交付決定変更通知 第     号（概算払のとき） 
  年  月  日 

 助成金確定通知 第     号（精算払のとき） 

  年  月  日 

 

 上記のとおり、助成金を精算（概算）払によって交付されたく、養父市こども食堂

開設運営事業助成金交付要綱第11条により請求します。 

年  月  日 

養父市長     様 

 

 住所（所在地）  

 団 体 名  

 代表者氏名  ㊞ 

振込先口座 

金融機関名  銀行・信用金庫・農協・(     ) 

支 店 名  本店・支店・出張所 

種   別 普通・当座 口座番号        

フ リ ガ ナ  

口座名義人  
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様式第14号（第14条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

            様 

 

養父市長          □印  

 

 

養父市こども食堂開設運営事業助成金交付取消通知書 

 

 

     年  月  日付け  第   号で交付決定をした養父市こども食堂

開設運営事業助成金については、下記のとおり交付の決定を取り消したので、養父

市こども食堂開設運営事業助成金交付要綱第10条第２項の規定により通知します。 

 

 

記 

 

１ 助成金額 

既に交付した助成金額 円  

今回取り消した助成金額 円  

返還を命ずる助成金額 円 

 

２ 取消理由 

 

 


